
令和 2 年 4 月 9 日 

社会福祉法人 未来こどもランド 

理事長 栗原三津子 

ご利用者各位およびご家族の皆様 

 

新型コロナウイルス感染症対策について 

 

平素は社会福祉法人未来こどもランドへのご愛顧を心より感謝いたします。 

 

令和 2 年 4 月 7 日に内閣総理大臣が発令した「緊急事態宣言」および同日、都知事が発表した

「緊急事態措置」を受け、改めて利用者の皆様の健康と安全を第一に、感染防止策への 

協力を要請させていただきます。 

ご利用の皆様及びご家族には稀にみる非常時であることを念頭に、以下の要請内容への 

ご理解とご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

・爆発的な感染拡大を防ぐために人と人との接触を 7～8割減らすことが「緊急事態宣言」

の大きな目標となっています 

 

・施設利用の人数が減ることで、感染拡大のリスクが減少します。お子様や 

ご自身、ご家族の健康を第一に考えていただき、保護者の皆様には施設の 

利用への自粛を改めて強くお願いします。 

 

・ただし、特別な理由がある場合はこの限りではなく、臨機応変に対応いたします 

医療従事者を始め、通勤勤務を継続することが必須な方、ひとり親家庭等で仕事を休む

ことが困難な方などはご相談下さい。 

 

対象施設 

・放課後等デイサービス すまいる・ステップ 

・放課後等デイサービス すまいる・ツリー 

・発達支援事業 すまいる・キッズ 

・未来こどもランド 学童保育 

 

緊急事態宣言が解除されるまでの間、ご理解とご協力をお願いいたします。 

また施設は運営しており、職員もおりますのでご質問などございましたらご連絡ください。 

 


